
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

1 

D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｇ３－９００ 船舶部品及び付属品 
 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｇ３－９０ 全 船舶部品及び付属品 

Ｇ３－９２ 全 操だ機 

Ｇ３－９４ 全 船舶用防舷材 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

オール オールロック ヨット用マスト 

船舶用窓枠 船舶用クリート 船舶操縦訓練機 

船搬用ロック ボート係留具 操だ機 

船舶用自動操だ機 船舶用かじ 船舶用防舷材 

船舶用防舷具 船舶用防舷体埋込み具 けい船岸用防舷材 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

船舶の部品及び付属品のうち下位分類肢に含まれないものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

船舶用操作盤 ボート用オール 防舷材 

   

 

Ｇ３－９００ 
登録１１１３８５３号 
船舶用操作盤 

Ｇ３－９００ 
登録１０９８８４３号 
ボート用オール 

Ｇ３－９００ 
登録１０９０６７２号 
防舷材 


